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1放置自転車等の一斉回収のご報告|

。お知らせの通り、 6月 19日放置自転車等の一斉回収を実施しま

した。

回収自転車 : 1 2台

回収場所

保管期間

管理事務所テラス

平成28年 7月 10日(日)

※ ステッカー未貼り付けで、回収対象となった自転車の所有者で、

今後も当該自転車を使用される場合は、必ず管理事務所で、

ステッカーを購入し、貼付してから

お持ち帰りください。

l無断持ち去り厳禁l

【ご注意】 車体番号・旧ステッカ一等で所有者が判明した場合、最終撤去費用を

請求させていただく場合がありますのでご承知置きください。


